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『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
系
統
に
関
す
る
一
考
察
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現
存
す
る
『
台
記
』
の
中
で
、
保
延
二
年
記
は
他
の
巻
と
異
な
る
史
料
的
性
格
を
持
つ
。
保
延
二
年
記
は
、
一
八
世
紀
初
め
、
伏
見
宮
家
に
所
蔵

さ
れ
て
い
た
南
北
朝
期
の
写
本
を
賀
茂
清
茂
が
書
写
し
、
有
職
故
実
を
生
業
と
す
る
万
里
小
路
尚
房
が
さ
ら
に
写
本
を
作
成
し
た
こ
と
を
契
機
に
流

布
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る
保
延
二
年
記
は
ほ
ぼ
近
世
に
作
成
さ
れ
た
写
本
で
あ
り
、
そ
の
活
用
の
た
め
に
は
史
料
学
的
研
究
が
求
め
ら

れ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
査
・
研
究
を
進
め
て
き
た
中
で
得
ら
れ
た
知
見
を
整
理
し
、
改
め
て
考
察
を
加
え
た
う
え
で
、
現
時
点
で
判
明

す
る
保
延
二
年
記
の
写
本
系
統
を
明
ら
か
に
し
た
。
保
延
二
年
記
は
、
藤
原
頼
長
の
時
代
の
故
実
作
法
等
を
伝
え
る
貴
重
書
で
、
伏
見
宮
本
以
外
に

類
本
が
な
い
稀
覯
書
と
し
て
、
近
世
公
家
社
会
に
お
い
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
が
本
書
の
有
し
た
意
義
で
あ
り
、
流
布
し
て
い
っ
た
大

き
な
理
由
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

史
料
学
、
古
記
録
、
写
本
、『
台
記
』、
保
延
二
年
記
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は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、『
台
記
』
は
、
記
主
藤
原
頼
長
の
目
を
通
し
、
当
時
の
諸
相
を
様
々
に
記
し
た
貴
重
な
古
記
録
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
台
記
』
は
頼
長
自
筆
の
原
本
が
現
存
せ
ず
、
史
料
と
し
て
は
写
本
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ら
ば
、
諸
写
本
の
史
料
学
的
研
究
が
求

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
し
た
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。『
台
記
』
の
活
字
本
は
『
史
料
大
観
』『
増
補
史
料
大
成
』

『
史
料
纂
集
』
が
あ
り）

1
（

、
ま
た
影
印
本
が
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
印
叢
書
』『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
』
か
ら
刊
行
さ
れ
る）

2
（

な
ど
、

『
台
記
』
利
用
の
環
境
は
前
進
し
て
き
て
い
る）

3
（

も
の
の
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
写
本
は
多
々
残
さ
れ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
現
存
す
る
『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
諸
写
本
を
比
較
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
類
型
や
系
統
を
追
究
す
る
研
究
を
進
め
て
き
て

い
る
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
知
見
に
つ
い
て
は
、
経
過
報
告
的
に
三
本
の
拙
稿）

4
（

を
通
し
て
提
示
し
て
き
た
。
拙
稿
の
中
で
対
象
と
し
た

写
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
本
の
う
ち
伏
見
宮
本
・
柳
原
本
・
広
幡
本
・
日
野
本）

5
（

、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
本

の
う
ち
紅
葉
山
本
・
坊
城
本
・
賀
茂
清
茂
書
写
本
（
以
下
、
賀
茂
本
と
表
記
す
る
）
6
（

）、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
本
（
以
下
、
狩

野
本
と
表
記
す
る
）
7
（

）、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
西
洞
院
本）

8
（

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
諸
写
本
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
現
存
す
る
『
台
記
』
写
本
の
中
で
保
延
二
年
記
は
他
の
巻
と
異
な
る
史
料
的
性
格
を
有

す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
具
体
的
に
は
、
保
延
二
年
記
は
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
〜
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
、
伏
見
宮
家
に
所

蔵
さ
れ
て
い
た
南
北
朝
期
の
写
本
（
伏
見
宮
本
）
を
賀
茂
清
茂
が
書
写
（
賀
茂
本
）
し
た
の
を
契
機
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
諸
写
本

は
こ
の
賀
茂
本
か
ら
派
生
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
、
す
で
に
流
布
し
て
い
た
他
の
巻
と
は
異
な
り
稀
覯
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
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あ
る
。
そ
れ
は
、
賀
茂
本
の
奥
書
に
「
希
代
珍
記
」「
家
宝
」
と
記
さ
れ
、
坊
城
本
の
「
希
世
之
遺
書
」「
宜
珍
秘
」
や
柳
原
本
の
「
秘

本
」「
堅
可
禁
他
見
者
也
」
と
い
う
付
記
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
か
、
写
本
作
成
に
関
す

る
識
語
が
な
い
本
が
あ
る
な
ど
、
保
延
二
年
記
は
写
本
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
不
詳
な
点
が
少
な
く
な
い
。

　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
調
査
・
研
究
を
進
め
て
き
た
中
で
得
ら
れ
た
知
見
を
整
理
し
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
系
統
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
写
本
系
統
が
明
ら
か
に
な
り
、
写
本
同
士
の
関
係
性
や
写
本
個
々
の
史
料
的
性
格
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
字

句
の
対
校
や
本
文
の
解
釈
に
お
い
て
何
か
し
ら
の
寄
与
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

　

な
お
、
三
本
の
拙
稿
を
通
し
て
こ
れ
ま
で
翻
刻
掲
載
し
て
き
た
狩
野
本
の
本
文
に
つ
い
て
、
前
稿
を
承
け
、
紙
幅
の
都
合
で
保
延
二

年
十
一
月
二
十
一
日
〜
十
二
月
八
日
条
と
な
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
翻
刻
掲
載
を
継
続
す
る
。
ま
た
、
新
た
に
紹
介
す
る
こ
の
範
囲

で
見
出
し
た
、
写
本
間
の
重
要
な
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

一　

一
つ
の
写
本
系
統

　

既
述
の
よ
う
に
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
は
、
伏
見
宮
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
南
北
朝
期
の
写
本
（
伏
見
宮
本
）
を
賀
茂
清
茂
が
書
写

（
賀
茂
本
）
し
た
の
を
契
機
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
賀
茂
本
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
一
〕

右
一
巻
者
、
頼
長
公
之
御
記
也
、
在
中
務
卿
邦
永
親
王
家
之
庫
中
、
走
拝
覧
之
日
、
辱
蒙
恩
容
手
写
之
、
彼
公
御
記
、
世
間
相
伝
者
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若
干
巻
雖
有
之
、
今
此
一
巻
者
、
希
代
珍
記
也
、
尤
可
為
家
宝
矣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
（
朱
印
）

　

清
茂
は
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
〜
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
存
命
の
人
物
で
、
署
名
に
あ
る
「
右
京
権
大
夫
」
に
任
じ
ら
れ
た
の

は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
で
あ
る
。
彼
は
、
伏
見
宮
家
に
伺
候
す
る
な
ど
し
て
邦
永
親
王
と
の
親
交
を
深
め
、
伏
見
宮
家
所
蔵
の
典
籍

の
書
写
を
許
可
さ
れ
て
い
た
と
い
う）

9
（

。
史
料
一
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
邦
永
親
王
家
の
「
庫
中
」
か
ら
「
右
一
巻
」（=

保
延
二
年
記
）
を

発
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
希
代
珍
記
」
で
「
尤
可
為
家
宝
」
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
希
代
珍
記
」
の
存
在
は
や
が
て
万
里
小
路
尚
房
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
貴
重
さ
に
感
銘
を
受
け
た
尚
房
は
自
ら
写
本

を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
尚
房
の
所
持
す
る
写
本
を
目
に
し
た
坊
城
俊
将
は
、
尚
房
に
一
旦
は
断
ら
れ
た
も
の
の
、
懇
願
し
て
遂
に
書

写
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
坊
城
本
保
延
二
年
記
の
奥
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
二
〕

右
一
巻
者
、
頼
長
公
之
御
記
也
、
在
中
務
卿
邦
永
親
王
家
之
庫
中
、
走
拝
覧
之
日
、
辱
蒙
恩
容
手
写
之
、
彼
公
御
記
、
世
間
相
伝
者

若
干
巻
雖
有
之
、
今
此
一
巻
者
、
希
代
珍
記
也
、
尤
可
為
家
宝
矣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂

台
記
保
延
二
年
冬
、
世
不
伝
、
或
日
向
清
茂
県
主
許
、
請
書
籍
之
時
、
感
予
意
、
不
求
与
之
曰
、
親
王
家
之
外
、
全
無
類
本
云
々
、
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帰
亭
令
熟
覧
処
、
故
実
作
法
等
如
指
掌
、
此
時
代
如
此
之
記
、
亦
有
他
哉
、
于
誠
可
謂
家
宝
、
仍
自
繕
写
之
、
自
初
夏
十
日
、
至

中
夏
十
七
日
終
功
、
納
櫃
可
秘
、
至
子
孫
、
必
不
可
有
他
見
者
也
、

　

享
保
第
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
中
納
言
判
尚
房
卿

一
日
予
於
万
里
小
路
大
納
言
之
亭
、
偶
視
此
一
巻
、
予
知
其
珍
記
、
請
借
且
写
、
而
不
許
、
予
他
日
詣
彼
亭
、
再
屢
請
之
、
卿
曰
、

懇
望
歟
、
予
曰
、
然
、
始
得
有
許
容
之
恩
、
故
予
手
写
之
、
但
前
八
枚
、
傭
書
者
写
之
、
後
七
十
三
枚
、
皆
予
所
写
也
、
吁
希
世

之
遺
書
、
宜
珍
秘
焉
、

　

享
保
八
年
八
月
廿
七
日
書
于
禁
中
直
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
中
弁
藤
原
俊
将
（
花
押
）

　

坊
城
本
の
奥
書
は
、
史
料
一
と
し
て
掲
げ
た
賀
茂
本
の
奥
書
、
万
里
小
路
本
の
奥
書
と
見
ら
れ
る
識
語
、
そ
れ
に
坊
城
俊
将
自
身
が

記
し
た
識
語
の
三
つ
が
並
ん
で
い
る
。
万
里
小
路
本
の
識
語
に
見
え
る
「
親
王
家
之
外
、
全
無
類
本
」
と
い
う
賀
茂
清
茂
の
発
言
は
、

伏
見
宮
本
保
延
二
年
記
の
希
少
価
値
を
表
し
て
お
り
、
ま
た
「
故
実
作
法
等
如
指
掌
、
此
時
代
如
此
之
記
、
亦
有
他
哉
」
と
い
う
万
里

小
路
尚
房
の
言
葉
は
、
保
延
二
年
記
が
故
実
作
法
を
伝
え
る
書
と
し
て
極
め
て
貴
重
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
「
納
櫃

可
秘
、
至
子
孫
、
必
不
可
有
他
見
者
也
」
と
綴
っ
た
尚
房
は
、
坊
城
俊
将
か
ら
「
請
借
且
写
」
と
言
わ
れ
て
も
「
不
許
」
と
断
っ
た
こ

と
が
、
俊
将
自
身
の
記
し
た
識
語
か
ら
読
み
取
れ
る
。
最
終
的
に
は
俊
将
の
「
懇
望
」
に
よ
り
尚
房
は
「
許
容
」
し
た
が
、
そ
の
価
値

を
認
識
し
た
俊
将
も
ま
た
「
吁
希
世
之
遺
書
、
宜
珍
秘
焉
」
と
記
述
し
て
い
る
。
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万
里
小
路
尚
房
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
〜
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
存
命
の
人
物
で
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
〜
同
九
年
（
一

七
二
四
）
に
賀
茂
伝
奏
に
任
じ
ら
れ
て
い
る）
10
（

。
こ
の
職
が
尚
房
と
賀
茂
清
茂
と
の
親
交
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
尚

房
は
、『
諸
記
雑
要
録
）
11
（

』
を
編
纂
す
る
な
ど
、
故
実
に
関
す
る
研
究
・
記
録
を
残
し
て
お
り
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
が
彼
に
と
っ
て
垂

涎
の
書
だ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
尚
房
は
坊
城
俊
将
と
と
も
に
『
侍
拝
類
覧
』『
侍
拝
類
覧
抄
）
12
（

』
を
編
纂
す
る
な
ど

し
て
お
り
、
両
者
は
故
実
に
関
す
る
研
究
・
記
録
を
協
同
で
行
う
仲
だ
っ
た
。

　

俊
将
は
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
〜
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
存
命
の
人
物
で
、
坊
城
家
と
万
里
小
路
家
は
同
じ
藤
原
氏
勧
修

寺
流
に
属
す
。
勧
修
寺
流
は
蔵
人
や
弁
官
を
経
て
公
卿
に
昇
る
名
家
の
家
で
、
尚
房
や
俊
将
も
そ
う
し
た
官
職
に
就
き
朝
廷
で
の
勤
め

を
果
た
し
て
い
た）
13
（

。
俊
将
か
ら
す
る
と
同
流
で
年
長
の
尚
房
は
諸
事
に
指
導
を
仰
ぐ
存
在
で
あ
り
、
他
方
で
俊
将
は
尚
房
か
ら
故
実
を

継
承
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
保
延
二
年
記
が
尚
房
か
ら
俊
将
に
受
け
継
が
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
伏
見
宮
家
に
眠
っ
て
い
た
『
台
記
』
保
延
二
年
記
は
、
賀
茂
清
茂
に
よ
り
発
掘
さ
れ
、
存
在
の
希
少
価
値
の
み
な

ら
ず
、
故
実
作
法
を
伝
え
る
貴
重
な
古
記
録
と
し
て
、
他
見
無
用
の
慎
重
な
扱
い
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
む
し
ろ
そ
の
貴
重
さ
故
、
こ
の
書
の
存
在
を
知
っ
た
者
た
ち
は
何
と
か
し
て
写
本
を
作
成
し
自
ら
の
手
元
に
置
こ
う
と
し
た
。
そ

の
一
人
が
八
条
隆
英
で
あ
る
。

　

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
本
の
中
に
、
八
条
隆
英
書
写
本）
14
（

（
以
下
、
八
条
本
と
表
記
す
る
）
が
あ
る
。
こ
の
本
の
奥
書
に
は
、
史

料
二
で
挙
げ
た
坊
城
本
の
奥
書
三
つ
と
八
条
隆
英
が
記
し
た
識
語
が
並
ん
で
い
る
。
次
に
隆
英
の
識
語
の
み
を
掲
げ
る
。
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〔
史
料
三
〕

台
記
廿
四
巻
、
借
頭
右
大
弁
俊
将
朝
臣
蔵
本
、
令
傭
書
者
謄
写
、
保
延
二
年
冬
一
策
、
甚
所
珍
、
而
不
謾
許
借
於
他
人
、
日
者
隆
英

強
乞
謄
写
、
以
什
襲
珍
蔵
云
、

　

享
保
九
年
十
一
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
近
衛
権
少
藤
原
隆
英

　

隆
英
は
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
〜
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
存
命
の
人
物
で
、
藤
原
氏
四
条
流
櫛
笥
家
か
ら
八
条
家
を
興
し

た
）
15
（

。
彼
は
史
料
三
の
よ
う
に
俊
将
か
ら
『
台
記
』
二
十
四
巻
を
借
り
受
け
写
本
を
作
成
し
た
ほ
か
、『
宇
槐
雑
抄
』『
上
卿
故
実
』『
新
任

弁
官
抄
』『
吉
口
伝
』『
江
談
抄
』
な
ど
の
様
々
な
故
実
書
を
求
め
た
様
子
が
う
か
が
え
る）
16
（

。
八
条
家
は
後
に
有
職
故
実
を
家
職
と
し
た）
17
（

こ
と
か
ら
す
る
と
、
新
た
に
家
を
興
し
た
隆
英
に
と
っ
て
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
は
家
職
確
立
に
欠
か
せ
な
い
貴
重
書
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
「
強
乞
謄
写
」
し
「
以
什
襲
珍
蔵
」
し
た
の
だ
と
解
せ
よ
う
。
日
付
に
注
目
す
る
と
坊
城
本
作
成
の
翌
年
で
あ
り
、
早
く
も
さ

ら
な
る
写
本
が
作
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
他
見
無
用
と
さ
れ
た
保
延
二
年
記
は
、
水
面
下
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
次
第
に

流
布
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
諸
写
本
に
お
い
て
、
伏
見
宮
本
↓
賀
茂
本
↓
万
里
小
路
本
↓
坊
城
本
↓

八
条
本
と
い
う
写
本
系
統
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
写
本
作
成
の
動
機
と
し
て
は
、
他
に
類
本
が
な
い
と
い
う
希
少
価
値
と
と
も

に
、
故
実
作
法
等
を
伝
え
る
古
記
録
と
し
て
の
高
い
評
価
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
本

書
の
存
在
意
義
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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二　

万
里
小
路
本
保
延
二
年
記
を
め
ぐ
っ
て

　

現
存
す
る
『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
系
統
を
探
る
中
、
以
前
、
万
里
小
路
本
が
鍵
を
握
り
そ
う
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る）
18
（

が
、

万
里
小
路
本
そ
の
も
の
に
は
な
か
な
か
出
会
え
な
か
っ
た
。
今
回
、
よ
う
や
く
万
里
小
路
本
と
思
し
き
写
本
の
複
写
物
を
入
手
で
き
た

も
の
の
、
や
や
不
審
な
点
が
な
く
も
な
い
。
そ
こ
で
、
他
の
写
本
と
の
比
較
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
の
写
本
と
は
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
三
條
文
庫
所
蔵
『
台
記
』
の
中
の
保
延
二
年
記
で
あ
る）
19
（

。
こ
の
本
に
は
、
大
正
十
三
年
（
一

九
二
四
）
四
月
七
日
付
で
三
條
実
憲
氏
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
旨
の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
三
條
家
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一

方
で
、「
万
里
蔵
書
」
そ
し
て
「
尚
房
」
と
い
う
朱
印
が
見
え
、
万
里
小
路
家
し
か
も
尚
房
の
蔵
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
以

下
、
万
里
小
路
本
と
表
記
す
る
）。
奥
書
に
目
を
向
け
る
と
、
次
の
よ
う
な
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
四
〕

右
一
巻
者
、
頼
長
公
之
御
記
也
、
在
中
務
卿
邦
永
親
王
家
之
庫
中
、
走
拝
覧
之
日
、
辱
蒙
恩
容
手
写
之
、
彼
公
御
記
、
世
間
相
伝
者

若
干
巻
雖
有
之
、
今
此
一
巻
者
、
希
代
珍
記
也
、
尤
可
為
家
宝
矣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
印

　

史
料
一
と
同
じ
賀
茂
本
の
奥
書
が
そ
の
ま
ま
写
さ
れ
て
お
り
、
万
里
小
路
本
が
賀
茂
本
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
奥
書
は
こ
れ
の
み
で
あ
り
、
史
料
二
で
確
認
で
き
る
尚
房
自
身
の
識
語
が
見
当
た
ら
な
い
。
す
る
と
、
誰
か
ほ
か
の

人
物
が
作
成
し
た
写
本
を
尚
房
が
所
蔵
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
万
里
小
路
本
の
文
字
は
尚
房
本
人
の
筆
跡
と
酷
似
し
て

い
る）
20
（

の
で
、
こ
の
写
本
は
尚
房
が
賀
茂
本
を
書
写
し
た
も
の
と
見
な
し
得
る
。
そ
う
な
る
と
、
坊
城
俊
将
が
万
里
小
路
本
を
書
写
し
た

際
に
は
尚
房
自
身
の
識
語
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
何
ら
か
の
理
由
で
取
り
外
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　

次
に
、
万
里
小
路
本
を
書
写
し
た
坊
城
本
以
外
の
写
本
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
台
記
』
一
六
冊
本

の
中
の
保
延
二
年
記
で
あ
る）
21
（

。
こ
の
写
本
に
は
「
滋
野
井
文
庫
」「
滋
野
井
」「
公
澄
」
と
い
う
印
字
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
滋
野

井
家
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
以
下
、
滋
野
井
本
と
表
記
す
る
）。
巻
末
に
付
さ
れ
た
識
語
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

〔
史
料
五
〕

右
一
巻
者
、
頼
長
公
之
御
記
也
、
在
中
務
卿
邦
永
親
王
家
之
庫
中
、
走
拝
覧
之
日
、
辱
蒙
恩
容
手
写
之
、
彼
公
御
記
、
世
間
相
伝
者

若
干
巻
雖
有
之
、
今
此
一
巻
者
、
希
代
珍
記
也
、
尤
可
為
家
宝
矣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
印

右
奥
書
之
本
、
従
万
里
小
路
黄
門
尚
房
卿
借
受
之
、
手
自
書
写
之
、
且
助
筆
実
全
朝
臣
筆
也
、
巨
細
在
右
略
之
、
抑
此
記
、
元
来
有

職
之
亀
鑑
、
日
次
之
最
上
也
、
予
所
信
仰
畢
、
他
自
愛
秘
蔵
全
莫
他
見
矣
、

　

時
享
保
四
季
初
夏
念
六　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
二
位
藤
原
朝
臣
（
花
押
）
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流此
外普
之
分
、
先
年
以
東
園基
量
卿
亜
相
秘
本
書
写
了

　

仍
加
之

　

此
外
別
有
宇
槐
雑
抄
一
冊

　

右
の
よ
う
に
、
賀
茂
本
の
奥
書
に
続
い
て
、
書
写
者
に
よ
る
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
署
判
し
て
い
る
「
従
二
位
藤
原
朝
臣
」
は
、

『
公
卿
補
任
』
享
保
四
年
条
よ
り
、
朱
印
の
一
つ
に
見
え
る
滋
野
井
公
澄
と
見
て
間
違
い
な
い
。
公
澄
は
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
〜

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
存
命
の
人
物
で
、
有
職
故
実
に
詳
し
く
、『
羽
林
類
葉
抄
』『
松
蔭
拾
葉
』『
簾
中
装
束
抄
』『
管
見
野
水
鈔
』

な
ど
を
著
し
た）
22
（

。
ま
た
、「
助
筆
」
を
し
た
「
実
全
朝
臣
」
は
公
澄
の
子
息
で
あ
る）
23
（

。

　

公
澄
の
識
語
に
よ
れ
ば
、「
右
奥
書
之
本
」
を
万
里
小
路
尚
房
よ
り
借
り
受
け
、
子
息
で
あ
る
実
全
の
助
力
を
得
な
が
ら
、
手
ず
か
ら

書
写
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、「
此
記
、
元
来
有
職
之
亀
鑑
、
日
次
之
最
上
也
」
と
高
い
評
価
を
記
し
て
お
り
、
前
章
に
登
場
し
た
人
物

た
ち
と
同
様
の
動
機
で
写
本
を
作
成
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
公
澄
は
、
さ
ら
に
「
流
普
」＝

流
布
し
て
い
る
他
の
巻
を
、
東
園
基

量
よ
り
先
年
借
用
し
書
写
し
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
『
宇
槐
雑
抄
』
も
入
手
し
て
お
り
、
藤
原
頼
長
に
関
わ
る
古
記
録
類
を

く
ま
な
く
収
集
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
姿
は
、
公
澄
が
様
々
な
人
々
と
書
籍
の
貸
借
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実）
24
（

に
重
な
る
。

　

さ
て
、
公
澄
は
尚
房
か
ら
借
り
受
け
た
本
を
「
右
奥
書
之
本
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
坊
城
本
の
奥
書
（
史
料
二
）
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、「
右
奥
書
」
の
み
が
記
さ
れ
た
「
本
」、
す
な
わ
ち
尚
房
の
識
語
が
な
い
本
だ
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
前

掲
の
万
里
小
路
本
と
合
致
す
る
が
、
い
さ
さ
か
不
可
解
な
状
況
が
生
じ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
は
、
史
料
二
の
尚
房
の
識
語
は
享
保
三

年
（
一
七
一
八
）
付
で
あ
り
、
ま
た
万
里
小
路
本
の
書
写
終
了
が
同
年
五
月
十
七
日
で
あ
る
と
記
し
て
お
り
、
公
澄
が
尚
房
か
ら
万
里
小
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路
本
を
借
り
受
け
た
前
年
に
、
尚
房
の
識
語
が
書
か
れ
た
写
本
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
澄
が
借
り
受
け
た
万
里
小
路
本
に

は
尚
房
の
識
語
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

可
能
性
と
し
て
は
、
享
保
三
年
の
万
里
小
路
本
作
成
時
に
は
識
語
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
翌
年
公
澄
に
貸
し
出
す
際
に
尚
房
が
そ
の

部
分
だ
け
を
取
り
外
し
、
返
却
さ
れ
た
後
に
そ
れ
を
戻
し
て
綴
じ
直
し
た
、
そ
の
四
年
後
、
坊
城
俊
将
に
貸
し
出
し
た
際
に
は
外
さ
ず

に
渡
し
た
、
と
い
う
経
緯
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
推
測
は
不
自
然
な
感
が
否
め
ず
、
こ
こ
で
は
他
の
想
定

を
提
起
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
万
里
小
路
本
が
二
種
類
作
成
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
尚
房
の
識
語
入
り
と
識
語
な
し
の
二
冊
あ
っ
た
と

い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　

今
一
度
、
史
料
二
の
尚
房
の
識
語
に
注
目
す
る
と
、
賀
茂
本
を
書
写
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
仍
自
繕
写
之
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て

い
る
こ
と
に
気
付
く
。
試
み
に
、
他
の
写
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
文
言
を
用
い
て
い
る
か
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、「
手
写
之
」（
賀
茂

本
）「
予
手
写
之
」「
傭
書
者
写
之
」（
坊
城
本
）「
強
乞
謄
写
」（
八
条
本
）「
手
自
書
写
之
」（
滋
野
井
本
）「
令
書
写
訖
」（
柳
原
本
）「
書
写

校
合
了
」（
広
幡
本
）
と
な
る
。
い
ず
れ
も
「
書
き
写
す
」
と
い
う
意
味
の
表
現
を
し
て
い
る
中
、
万
里
小
路
本
に
お
い
て
「
校
合
」
で

も
な
く
「
繕
写
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
尚
房
が
選
ん
だ
「
繕
写
」
の
文
言
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

坊
城
俊
将
が
手
に
し
た
万
里
小
路
本
は
、
尚
房
に
よ
る
校
正
が
加
わ
っ
た
清
書
版
だ
っ
た）
25
（

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

　

実
は
、
字
句
の
異
同
を
精
査
す
る
と
、
同
じ
万
里
小
路
本
を
書
写
し
た
坊
城
本
と
滋
野
井
本
が
相
異
す
る
と
い
う
事
例
が
少
な
か
ら

ず
確
認
で
き
る
。
代
表
的
な
事
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。
な
お
、
引
用
史
料
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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﹇
十
月
十
一
日
条
﹈

①
【
万
里
小
路
本
】【
滋
野
井
本
】
官
掌
等
之
松
明
尽
時
、
雑
色
等
持雑
色
等
持
松
走
先

　

 
【
賀
茂
本
】【
坊
城
本
】
官
掌
等
之
松
明
尽
時
、
雑
色
等
持
松
走
先

②
【
万
里
小
路
本
】【
滋
野
井
本
】
引
上
倚
子

立
大
臣
間
―
件
立
様
大
殿
歟

  

―
―
―
―
―
―
―
― 　

兼
日
仰（
朱
書
）合
内宗
忠府

　

 

【
坊
城
本
】
引
上
倚
子
立
大
臣
間
了
、
件
立
様
、
大
殿
兼
日
仰
合
内宗
忠府

　

 

【
賀
茂
本
】
引
上
倚
子

立
大
臣
間
―
件
立
様
大
殿
歟

  

―
―
―
―
―
―
―
― 　

兼
日
仰
合
内
府

﹇
十
一
月
十
三
日
条
﹈

【
万
里
小
路
本
】
俊
通
又
来
云
、
官
符
庭遅
歟到

来

【
滋
野
井
本
】
俊
通
又
来
云
、
官
府
庭遅
歟到

来

【
坊
城
本
】
俊
通
又
来
云
、
官
符
遅
到
来

【
賀
茂
本
】
俊
通
又
来
云
、
官
符
庭
到
来

　

ま
ず
、
十
月
十
一
日
条
の
①
を
見
る
と
、
万
里
小
路
本
が
傍
線
部
三
文
字
を
誤
っ
て
記
し
な
が
ら
右
傍
に
「
雑
」
と
い
う
注
を
付
し

て
い
る
の
を
、
滋
野
井
本
が
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、
坊
城
本
は
こ
の
三
文
字
を
省
い
て
文
意
を
通
し
て
い
る
。
結
果
と

し
て
、
坊
城
本
の
記
述
は
万
里
小
路
本
が
元
と
し
た
賀
茂
本
と
合
致
し
て
い
る
。
②
は
、
賀
茂
本
の
記
載
を
転
記
し
た
万
里
小
路
本
が
、

「
内
府
」
の
人
名
比
定
を
朱
書
で
注
記
し
て
い
る
。
滋
野
井
本
は
①
と
同
様
万
里
小
路
本
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
一
方
、
坊
城

本
は
文
意
に
あ
わ
せ
て
欠
損
部
分
の
注
記
を
本
文
に
取
り
入
れ
、「
内
府
」
の
人
名
比
定
を
墨
書
で
注
記
し
て
い
る
。
次
に
、
十
一
月
十

〵
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三
日
条
に
移
る
と
、
傍
線
部
の
文
字
に
つ
い
て
、
賀
茂
本
を
書
写
し
た
万
里
小
路
本
は
前
後
の
文
脈
を
鑑
み
て
「
遅
歟
」
と
い
う
注
記

を
付
し
、
そ
の
記
載
を
滋
野
井
本
が
踏
襲
し
て
い
る）
26
（

の
に
対
し
、
坊
城
本
は
こ
こ
で
も
文
意
の
通
る
文
字
に
改
め
て
本
文
を
作
成
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
万
里
小
路
本
を
書
写
し
た
坊
城
本
と
滋
野
井
本
と
で
異
な
る
記
述
が
見
ら
れ
、
坊
城
本
の
文
章
が
最
も
通
り
の

よ
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
異
同
を
坊
城
本
の
書
写
者
に
よ
る
修
正
と
と
ら
え
、
坊
城
本
の
史
料
的
性
格
と
し
て
、
文
脈
を

重
視
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
特
色
が
あ
る
こ
と
、
よ
り
原
文
（
頼
長
の
記
述
）
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
書
写
者
の
意
識
を
看
取
で
き
る

こ
と
を
以
前
指
摘
し
た）
27
（

。
だ
が
、
本
稿
の
考
察
に
基
づ
く
と
、
か
か
る
修
正
は
坊
城
本
で
は
な
く
、「
繕
写
」
さ
れ
た
万
里
小
路
本
（
以

下
、
万
里
小
路
繕
写
本
と
表
記
す
る
）
に
お
い
て
な
さ
れ
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
こ
よ
う
。
坊
城
本
に
記
さ
れ
た
俊
将
自
身
の
識
語
に
は

「
予
手
写
之
」「
傭
書
者
写
之
」
と
あ
る
。
こ
の
「
之
」
は
万
里
小
路
繕
写
本
を
指
し
、「
予
（＝

俊
将
）」
と
「
傭
書
者
」
は
そ
れ
を
「
写
」

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

さ
ら
に
、
坊
城
本
と
滋
野
井
本
に
お
け
る
相
異
点
と
し
て
、
賀
茂
本
の
奥
書
に
記
さ
れ
た
賀
茂
清
茂
の
署
判
部
分
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
史
料
二
と
史
料
五
を
比
較
す
る
と
、「
右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
」（
坊
城
本
）「
右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
印
」（
滋
野
井

本
）
と
な
っ
て
お
り
、
署
名
の
下
の
「
印
」
の
有
無
が
両
者
で
異
な
る
。
元
々
の
賀
茂
本
自
体
に
は
、
史
料
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
署

名
の
下
に
朱
印
（
印
字
は
「
賀
茂
清
茂
」）
が
押
さ
れ
て
い
る
。
賀
茂
本
を
書
写
し
た
万
里
小
路
本
で
は
、
史
料
四
に
あ
る
よ
う
に
、
署
名

の
下
に
「
印
」
の
文
字
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
滋
野
井
本
と
一
致
す
る
。
こ
の
事
例
も
滋
野
井
本
が
万
里
小
路
本
を
書
写
し
た
証
左
に

加
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
坊
城
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
賀
茂
清
茂
の
署
名
の
下
に
「
印
」
の
文
字
が
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
坊
城
本
の
書
写
者
が
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単
に
書
き
落
と
し
た
可
能
性
は
あ
り
得
る
が
、
坊
城
本
原
本
に
お
け
る
「
右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
」
と
い
う
署
名
の
位
置
は
、
そ

の
末
尾
が
行
末
に
揃
え
ら
れ
て
お
り
、
署
名
の
字
間
を
勘
案
し
て
も
、
初
め
か
ら
「
印
」
の
文
字
が
な
い
前
提
で
筆
を
運
ん
だ
と
見
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
坊
城
本
の
元
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
万
里
小
路
繕
写
本
に
「
印
」
の
文
字
が
な
か
っ
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
予
手
写
之
」
と
い
う
坊
城
本
の
識
語
の
表
現
を
素
直
に
受
け
取
り
、
坊
城
本
は
「
繕
写
」
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
判
断

し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
検
討
結
果
よ
り
、
前
章
で
掲
げ
た
写
本
系
統
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
に
す
る
。

伏
見
宮
本
↓
賀
茂
本
↓
万
里
小
路
本
↓
万
里
小
路
繕
写
本
↓
坊
城
本
↓
八
条
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滋
野
井
本

三　

狩
野
本
『
台
記
』
保
延
二
年
十
一
月
〜
十
二
月
記

　

前
稿
を
承
け
、
狩
野
本
『
台
記
』
の
中
か
ら
、
保
延
二
年
十
一
月
二
十
一
日
〜
十
二
月
八
日
条
の
本
文
を
翻
刻
す
る
。

〔
凡
例
〕

一
、
史
料
の
漢
字
は
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一
、
本
文
に
は
、
適
宜
、
読
点
や
並
列
点
を
加
え
た
。
ま
た
、
割
書
は
〈　

〉
で
表
記
し
た
。
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一 
、
欠
損
部
分
は
□
で
示
し
、
欠
損
で
は
な
い
も
の
の
空
白
と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
そ
の
旨
を
筆
者
注
と
し
て
記
し
た
。
ま
た
、
対
校
に

基
づ
く
注
記
は
せ
ず
、
原
本
に
お
い
て
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
そ
の
ま
ま
記
し
た
。

一
、
誤
写
と
判
断
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
文
字
は
原
状
の
ま
ま
と
し
、
文
意
が
通
じ
に
く
い
場
合
は
右
傍
に
（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

廿向右
府
亭
事

 

一
日
〈
乙
酉
〉、
天
晴
、
秉
燭
程
行
向
右
府
御
許
、
装
束
〈
直
衣
〉、
以
牛
童
令
遣
車
、
布
衣
前
駆
四
人
、
共
公
達
五
人
、
居
寝
殿
西

庇
、
雅
重
申
参
内
由
、
右
府
着
烏
帽
子
直
衣
出
居
、
暫
言
談
之
後
、
右（
マ
マ
）
符
被
吹
笙
、
双
調
々
子
也
、
予
驚
耳
、
頃
之
右
府
被（
マ
マ
）
殿
寄
火

桶
被
炙
笙
、
其
後
予
帰
出
、
乗
車
之
時
、
雅
重
褰
車
簾
、
称
右
府
命
、
以
手
本
入
車
、
次
予
参
近
衛
殿
、
次
参
宿
皇
后
宮
、

廿始大
原
野
精
進
事

二
日
〈
丙
戌
〉、
天
晴
、
早
旦（
マ
マ
）
目
宮
参（
マ
マ
）
進
衛
殿
、
退
出
、
自
今
日
為
服
檳
榔
子
二
合
、
始
大
原
野
精
進
始
、
頃
（
マ
マ
）今
日
洗
頭
、
而
依
忌（
マ
マ
）々

今
日
不
洗
髪
也
、

廿
三
日
〈
丁
亥
〉、
天
晴
、
不
出
行
、
洗
髪
、

廿大原
野
祭
事

四
日
〈
戊全
歟
　
儀

子
〉、
天
晴
、
今
日
大
原
野
祭
也
、
巳
刻
沐
浴
、
即
着
束
帯
下
南
庭
、
抜
（
マ
マ
）幣
取
之
、
祓
畢
幣
出
門
、
此
間
予
羞瘒
車
於
中
門
廊

乗
之
、
次
出
門
、
此
間
随
身
前
駆
乗
馬
、
有
一
奥
（
マ
マ
）、
将
監
一
人
・
将
曹
一
人
・
府
座
（
マ
マ
）一
人
〈
已
上
仮
〉・
番
長
一
人
〈
敦
則
、
従
夜
前

被
免
勘
当
〉・
下
﨟
五
人
〈
正
員
四
人
、
仮
一
人
、
已
上
皆
乗
馬
在
車
前
、
括
莝來來茶
脛
巾
〉、
次
至
社
頭
、
於
内
鳥
居
下
従
車
テ
入
従
鳥

居
、
幷

（
マ
マ
）・
外
記
・
史
路
ノ
西
ノ
東
間
に
列
立
、
入
鳥
居
暫
行
之
間
、
召
使
前
行
、
此
間
随
身
有
後
、
弁
・
外
記
・
史
居
、
予
下
々
襲
、

向
弁
少
揖
譲
、〈
持
（
マ
マ
）弁
・
外
記
・
史
前
之
間
不
具
前
駆
〉、
次
経
諸
大
夫
座
後
、
入
従
東
第
二
間
、
至
母
屋
一
間
、
揖
脱
沓
、
昇
板
敷

上
居
茵
座
、〈
西
対
、
揖
如
常
〉、
弁
・
外
記
・
史
・
氏
院
別
当
中
宮
大
夫
進
為
基
来
着
、
次
氏
諸
大
夫
着
座
、〈
自
本
蔵
助
忠
俊
参

上
依
氏
諸
大
夫
不
足
以
前
駆
為
代
事

、
依
今
二
人
不
足
了
、
以
予
前
駆
顕
憲
・
為
実
為
会
参
諸
大
夫
〉、
次
弁
申
所
掌
、
予
目
、
弁
仰
院
別
當
、
々
々
々
々
書
也
、
次
一
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献
、
為
基
勧
盃
、
瓶
子
取
忠
俊
、
諸
司
官
人
只
一
人
参
上
、
仍
二
度
役
之
、
為
基
光
（
マ
マ
）飲
、
次
入
酒
授
予
、
々
取
盃
目
弁
、
々
来
、
予

又
盃
に
令
入
酒
、
為
基
入
之
、〈
予
飲
了
後
、
伝
弁
時
許
可
令
入
酒
、
是
共
（
マ
マ
）錯
也
〉、
次
予
飲
、
又
令
入
酒
テ
授
弁
、
々
復
本
座
、
流
巡

如
常
、
次
院
別
当
座
、
諸
司
官
人
勧
之
、
盃
酌
之
後
可
置
笏
、
予
外
人
不
置
笏
、
是（
マ
マ
）
共
錯
也
、
次
外
記
持
卜
串
箱
置
座
上
、
予
冬
祭

ニ
ハ
不
披
卜
串
ト
テ
、
返
給
箱
於
外
記
、
次
二
献
、
諸
司
官
人
今
度
二
人
参
入
、
候
一
度
役
也
、
為
基
勧
盃
、
瓶
子
取
為
実
、
為
基
先

飲
、
次
入
酒
授
予
、
々
取
盃
目
弁
、
々
来
、
予
又
盃
に
令
入
酒
、
為
基
入
之
、〈
予
飯
（
マ
マ
）了
後
、
伝
弁
時
許
可
令
入
酒
、
是
失
錯
也
〉、
次

予
飲
之
、
又
予
令
入
酒
テ
授
弁
、
々
復
本
座
、
流
巡
如
常
、
次
院
別
当
座
、
諸
司
官
人
勧
之
、
次
居
汁
、
供
膳
顕
憲
・
為
実
、
居
了

箸
下
、
次
食
、
々
了
大
盤
了
（
マ
マ
）下
置
汁
土
器
、
次
三
献
、
為
基
勧
盃
、
瓶
子
取
顕
憲
、
為
基
先
飯
（
マ
マ
）、
次
入
酒
授
予
、
々
取
盃
目
弁
、
々

来
、
予
飲
之
、〈
今
度
者
無（
マ
マ
）
大
錯
〉、
予
飲
畢
一
盃
ニ
入
酒
授
弁
、
々
復
本
座
、
流
巡
如
常
、
次
院
別
当
座
、
諸
司
官
人
、
次
弁
欲
申

行
録
事
、
此
時
予
抜
箸
取
笏
、
次
申
禄
事
、
予
目
之
、
弁
顕
憲
・
為
実
に
仰
可
勧
禄
事
役
之
由
、
次
所
掌
申
着
到
之
人
名
、
又
弁
申

上
、
予
目
之
、
弁
申
上
、
予
ゑ
（
マ
マ
）目
之
、
次
弁
申
定
倭
舞
人
、
予
目
之
、
次
令
起
座
、
此
間
予
尚
不
起
座
、
謂
弁
云
、
外
記
可
申
代
官
、

而
不
申
如
何
、
弁
答
云
、
初
度
ハ
故
に
不
申
也
、
予
云
、
吉
田
祭
上
卿
一
度
勤
仕
、
仍
外
記
参
進
候
南
庇
、
予
又
謂
弁
云
、
吉
田
祭
上

卿
ハ
中
納
言
之
時
勤
仕
之
、
大
納
言
之
後
未
勤
仕
氏
社
上
卿
、
雖
然
中
納
言
勤
了
ハ
、
雖
大
納
言
之
時
同
事
由
を
存
思
〈
そ
か
し
〉、

弁
答
云
、
参
議
・
中
納
言
・
大
納
言
各
昇
進
之
時
、
他
人
忌
不
申
代
官
候
そ
か
し
、
於
殿
原
御
一
家
者
不
知
給
、
予
云
、
然
者
不
可

申
、
此
間
外
記
申
云
、
然
も
正
官
所
乗
也
、
仍
外
記
退
下
、
次
予
揖
起
座
、
下
板
敷
着
、
未
起
座
取
食
所
乱
上
取
之
、
随
身
・
氏
人

子
追
之
、
腹（

マ
マ
）ゑ
揖
、
出
自
庇
東
第
二
間
西
行
、
召
使
前
行
、
随
身
在
後
、
至
鳥
居
下
潔
瀬嚇
、
至
互
一
棚
下
、
解
剣
挿
笏
、
下
襲
尻
ヲ

上
手
ニ
懸
テ
、
舁
棚
乾
角
、
弁
舁
坤
角
、
氏
諸
大
夫
二
人
舁
巽
艮
、
入
中
門
中
、
此
間
社
司
警
蓽
（
マ
マ
）、
次
舁
立
御
殿
前
、〈
予
艮
角
、
弁

乾
、
氏
諸
大
夫
二
人
未
申
辰
巳
の
角
な
る
な
り
〉、
舁
立
了
抜
笏
下
々
襲
、
一
拝
退
帰
、
欲
出
中
門
之
時
、
予
欲
取
尻
、
社
司
云
、
下
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襲
尻
引
テ
コ
ソ（
マ
マ
）

上
云
、
予
随
下
尻
、
出
中
門
着
庭
中
座
、〈
庭
中
鉾
を
二
行
ニ
立
タ
リ
、
東
鉾
の
東
を
歴
テ
着
座
也
〉、
欲
着
座
之
時
揖
、

着
復
揖
如
常
、
官
幣
可
持
来
之
由
、
氏
院
別
当
頻
催
、
此
間
馬
寮
御
馬
、
自
西
鳥
居
引
入
玉
籬
之
中
、
氏
院
別
当
あ
し
く
引
入
た
り

と
て
、
即
令
引
出
了
、
頃
之
官
幣
持
来
、
頻
雖
相
尋
使
々
遂
不
見
、
次
持
入
官
幣
於
玉
垣
申
（
マ
マ
）、
次
内
侍
参
、
次
内
侍
退
出
、
次
祝
師

着
座
、
次
予
奉
幣
、〈
顕
憲
進
之
〉、
両
段
再
拝
如
常
、
了
召
社
司
、
々
々
暫
不
見
、
此
間
祝
師
祝
了
、
打
手
退
下
、
予
乍
持
幣
如
形

打
手
、
次
社
司
来
、
予
執
幣
授
之
抜
笏
、
次
馬
寮
御
馬（
マ
マ
）
弁
長
者
御
馬
等
引
入
、
雖
尋
馬
寮
使
遂
不
見
、
来
引
御
馬
之
間
、
殿
神
馬
頗

沛
艾
、
走
寄
予
座
方
、
仍
予
驚
起
座
、
引
直
之
間
、
予
謂
弁
云
、
今
ハ
可
着
直
会
殿
座
と
云
テ
、
着
履
立
座
後
揖
、
着
直
会
殿
座
、
入

自
東
、
経
上
卿
座
与
弁
座
間（
マ
マ
）
四
行
、
更
北
折
向
東
揖
、
脱
履
着
座
ゑ
（
マ
マ
）揖
、
弁
・
外
記
・
史
・
氏
院
別
当
・
氏
人
・
官
掌
・
召
使
等
着

座
、
次
居
膳
、
以
机
居
之
、
次
有
三
献
、
已
上
造
酒
司
唱
平
勧
之
、
献
盃
体
、
土
器
を
紙
ニ
裹
テ
、
其
余
紙
を
か
き
ね
ち
て
、
其
上
ニ
小

土
器
二
を
重
テ
、
盛
酒
献
ル
、
其
上
の
土
器
を
乍
二
献
取
テ
、
酒
盃
を
右
手
ニ
取
テ
重
盃
、
左
手
ニ
取
テ
飯
（
マ
マ
）了
、
如
本
相
重
テ
返
酒
司
、
紙
裹

器
ハ
酒
司
所
持
也
、
予
不
取
盃
給
了
、
酒
司
紙
裹
器
ニ
相
重
、
次
第
勧
之
、
欲
取
盃
之
時
、
置
笏
如
常
、
凡
此
座
ニ
雖
居
飯
無
下
箸
、

無
居
汁
、
三
献
了
、
予
取
笏
召
々
使
、
二
音
、
但
雖
三
献
了
、
待
御
馬
廻
畢
、
召
々
使
也
、
在
座
召
使
起
座
来
西
幔
外
、
予
仰
云
、

宮
の
内
の
省
召
せ
、
召
使
称
唯
、
退
帰
召
宮
内
省
、
々
々
々
参
上
、
立
召
使
立
所
、
予
仰
云
、
飯
堅
ら
か
に
給
、
宮
内
省
同
程
ニ
高
ハ

い
へ
と
ん
、
其
詞
詳
ニ
不
聞
之
様
仰
也
、
宮
内
省
退
帰
、
申
飯
堅
ら
か
に
給
し
ら
せ
、
予
無
益
（
マ
マ
）、
次
可
倭
舞
之
由
、
其
人
々
仰
、
弁

仰
之
、
次
倭
舞
、
々
々
了
、
外
記
捧
文
挿
、
来
予
座
前
進
見
参
、
予
取
之
、
外
記
座
定
之
後
、
先
披
表
紙
、
文
を
右
方
ニ
押
遣
テ
披
、

巻
テ
置
左
、
如
元
巻
懸
紙
、
此
間
外
記
退
下
、
次
予
巻
文
取
副
笏
、
向
弁
方
目
弁
、
々
少
居
寄
、
予
給
文
、
給
了
予
如
元
居
直
、
次

為
禄
持
者
事実
取
禄
、
置
予
座
上
、
予（
マ
マ
）
同
弁
顕
業
云
、
禄
ハ
前
駆
の
持
テ
在
共
歟
、
召
使
の
持
在
歟
、
弁
答
云
、
大
納
言
上
卿
未
知
給
、
中
納
言

上
卿
召
使
持
也
、
此
時
召
使
申
云
、
御
車
令
乗
御
所
ま
て
召
使
持
者
候
也
、
仍
授
召
使
、〈
置
弁
禄
之
後
、
予
禄
を
授
与
使
也
〉、
次
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揖
起
座
、
着
履
又
揖
、
此
間
取
食
走
寄
、
令
随
身
追
却
、
揖
畢
南
行
更
西
折
テ
、
経（
マ
マ
）
止
卿
座
与
弁
座
間
、
出
幔
外
退
出
、
召
使
前
行
、

召
使
一
人
禄
肩
ニ
懸
タ
リ
、
於
乗
車
所
召
使
留
タ
（
マ
マ
）、
顕
憲
入
剣
於
車
、
路
間
前
駆
取
松
明
、
亥
刻
許
参
入
近
衛
殿
、
次
帰
蓽
（
マ
マ
）、
為
舁
棚

自
解
剣
未
帯
也
、

　

今
日
前
駆

　
　

顕
憲　

為
実　

高
基　

定
政　

成
賢　

信
実　

隆
康　

以
長

　
　

武
士
前
馬
助
忠
正
〈
着
布
衣
〉
為
後
乗
、〈
郎
等
六
人
〉、

廿大臣
兼
宣
旨
事

五
日
〈
己
丑
〉、
天
晴
、
今
日
予
可
蒙
任
大
臣
宣
旨
也
、
仍
早
旦
参
着
東
三
条
殿
、
装
束
、〈
直
衣
、
冠
用
紙
撚
基
結
、
昨
日
為
大
原

野
条
（
マ
マ
）上
卿
之
間
、
為
精
進
用
タ
ル
ヲ
不
改
云
々
〉、
前
駆
顕
憲
〈
衣
冠
一
人
〉、
車
〈
網
代
長
物
見
、
差
縄
〉、
車
副
二
人
、
随
身
〈
布

衣
〉、
無
馬
上
随
身
、
依
召
敦
則
参
院
云
々
、
欲
参
東
三
条
殿
之
時
、
光
（
マ
マ
）向
大
理
方
、
次
参
着
東
三
条
殿
、〈
自
西
四
足
門
参
也
〉、
先

是
大
殿
渡
御
、
々
座
西
面
也
、
予
申
大
殿
云
、
敦
則
今
朝
参
院
云
々
、
大
殿
被
仰
云
、
敦
則
於
勘
当
者
免
了
、
可
召
院
之
由
申
た
れ

ハ
、
若
召
テ
け
る
に
や
、
不
審
事
か
な
、
今
朝
院
ヘ
書
状
ヲ
献
つ
れ
ハ
、
若
其
御
返
事
に
や
、
被
仰
と
可
相
待
也
と
て
暫
令
相
待
給
、

猶
依
遅
々
令
持
御
消
息
於
侍
一
人
令
進
給
了
、
頃
之
大
殿
被
仰
云
、
今
ハ
早
可
着
束
帯
者
、
予
於
反
渡
殿
北
渡
殿
着
装
束
、〈
表
衣
・

下
襲
新
、
自
余
旧
也
〉、
無
文
帯
、
蒔
絵
剣
、
紺
地
平
緒
、〈
件
剣
入
道
殿
御
剣
云
々
、
蒔
葦
手
也
、
平
緒
同
葦
手
也
、
件
平
緒
裏
鷹

司
殿
自（

マ
マ
）
今
付
絵
云
々
、
笏
賀
笏
也
〉、
装
束
師
忠
行
也
、
予
先
不
改
本
冠
、
鬢
許
ヲ
掻
間
、
知
信
来
申
之
、
内
竪
参
、
称
頭
中
将
承
可

令
参
内
御
之
由
者
、
予
申
承
了
由
、
知
信
帰
去
、
徐
欲
装
束
了
之
間
、
顕
憲
申
云
、
公
春
已
補
番
長
了
、
次
俊
通
参
又
申
云
、
公
春

已
補
番
長
了
、
予（
マ
マ
）
同
曰
、
鳥
羽
ヘ
令
進
給
御
書
御
返
事
已
到
来
歟
、
俊
通
申
云
、
不
知
給
、
装
束
了
之
後
、
参
大
殿
御
前
、
兼
テ
関

白
殿
下
・
大
理
被
座
、
暫
相
待
随
身
等
来
、
然
間
番
長
公
春
参
着
、
大
殿
公
春
を
召
入
壺
御
覧
、
此
間
秉
燭
、
次
大
殿
被
仰
可
参
内
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之
由
、
大
殿
令
申
関
白
殿
給
云
、
参
内
之
間
儀
、
可
令
教
給
者
、
次
予
西
子
午
長
廊
南
西
向
の
妻
戸
ヨ
リ
出
、
関
白
殿
目
連
子
御
覧

之
、
踏
履
脱
、
縁
ニ
尻
ヲ
懸
タ
リ
、
中
将
公
能
取
履
令
着
、
予
前
進
、
自
本
大
理
・
咄
（
マ
マ
）・
新
宰
相
中
将
ニ
下
立
中
門
辺
、
予
大
理
方
相
揖

乗
車
、
々
副
ニ
仰
不
可
警
蓽
（
マ
マ
）之
由
、
随
身
・
前
駆
前
行
、
自
西
洞
院
至
□
大
路
、
於
二
条
町
車
簾
ヲ
巻
上
、〈
須
自
本
巻
上
簾
也
、
而

乾
艮
明
神
等（
マ
マ
）
鳥
相
憚
不
口上歟
也
〉、
至
二
条
烏
丸
□
駕
、〈
不
解
鞦
〉、
相
待
扈
従
人
々
自
車
下
、
人
々
下
了
、
予
下
自
車
、
□
東
洞
院
南

相
入
自
南
四
足
門
、〈
右
衛
門
陣
也
〉、
経
床
子
座
前
着
陣
奥
座
、〈
納
之
（
マ
マ
）座
ニ
と
り
テ
頗
上
程
也
〉、
須
経
和
徳
門
代
着
陣
、
而
此
内

裏
和
徳
門
代
、
依
人
々
不
出
入
、
経
床
子
座
前
也
、
次
別
当
・
帥
等
来
着
、〈
帥
頗
遅
来
着
、
仍
別
当
以
官
人
令
催
、
其
時
着
也
〉、

次
頭
中
将
忠
基
来
予
座
下
方
、
予
正
笏
相
対
、
頭
仰
云
、
大
臣
可
任
給
日
次
択
申
せ
、
予
少
揖
、
頭
帰
去
之
間
、
予
如
元
居
直
、
次

帥
起
座
、
次
別
当
起
座
、
別
当
着
履
揖
之
間
、
予
揖
起
座
、
如
初
経
床
子
座
退
出
、
於
二
条
烏
丸
乗
車
、〈
凡
今
日（
マ
マ
）
丁
襲
尻
ヲ
剣
不

懸
〉、
如
本
路
帰
、
至
二
条
町
又
下
簾
、
西
四
足
門
税
駕
上
簾
、〈
不
解
鞦
如
初
〉、
路
間
下
臈
随
身
不
乗
馬
歩
行
、
帰
路
ニ
モ
全
不
警

蹕
、
相
待（
マ
マ
）
尻
従
人
々
下
自
車
、
予
下
自
車
、
此
間
新
宰
相
中
将
季
成
下
立
平
伏
、
予
相
対
揖
昇
、〈
今
度
於
縁
上
脱
履
〉、
中
季
成
節
会

之
後
平
伏
也
、
而
節
会
以
前
平
伏
之
条
甚
非
也
、
先
参
大
殿
御
前
、
次
取
副
京
極
大
殿
令
任
大
臣
給
之
時
庇
大
饗
定
文
於
笏
、
出
居

公
卿
座
、〈
大
饗
之
時
上
下
座
屋
也
〉、
自
元
人
々
被
座
、
新
宰
相
中
将
如
先
平
伏
、
又
是
非
也
、
件
座
東
上
対
座
、
予
居
北
座
東
第

一
畳
半
許
、
大
殿
・
関
白
殿
御
簾
中
、
仍
予
向
巽
方
居
、
大
殿
於
簾
中
令
行
事
給
、
予
伝
宣
、
先
召
知
信
、
仰
可
召
宗
憲
之
由
、
知

信
相
具
宗
憲
参
着
北
縁
、
更
立
切
灯
台
令
挙
灯
、
令
勘
日
時
、
勘
了
知
信
取
副
勘
文
於
笏
進
之
、
予
向
東
置
笏
・
定
文
等
取
之
、
先

披
上
紙
、
文
ヲ
右
方
押
遣
披
見
之
、
其
文
云
、
択
申
可
被
行
大
饗
日
、
十
二
月
九
日
壬
寅
、
時
午
未
、
保
延
二
年
十
一
月
廿
五
日
、
陰

陽
頭
賀
茂
朝
臣
宗
憲
、
見
了
如
元
巻
置
床座歟前
、
笏
与
定
文
如
元
取
之
、
知
信
・
宗
憲
退
下
、
灯
台
撤
了
、
次
又
召
知
信
仰
硯
・
続
紙

可
持
参
之
由
、
次
立
切
灯
台
於
北
庇
、
次
知
信
持
参
硯
・
紙
、
次
置
笏
、
予
所
持
之
定
文
ヲ
読
、
令
知
信
書
予
定
文
、
書
了
、
知
信
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硯
を
取
下
テ
、
定
文
を
折
敷
上
ニ
置
テ
、
置
予
座
前
、
次
予
置
笏
取
之
披
見
、
巻
加
日
時
於
新
定
文
中
、
取
副
笏
、
旧
定
ヲ
ハ
不
取
副
、
授

大
理
、
次
第
見
下
、
又
取
上
、
予
置
笏
伝
取
之
、
乍
巻
加
日
時
勘
文
、
置
折
敷
給
知
信
、
々
々
帰
去
、
畢
取
笏
・
旧
定
文
、
次
居
膳
、

〈
高
坏
二
本
〉、
此
時
予
南
向
居
直
、〈
予（
マ
マ
）
倍
膳
顕
憲
〉、
次
第
居
了
、
次
一
献
、
顕
憲
居
盃
於
折
敷
置
予
◦前
、予
置
笏
取
盃
令
入
酒
、〈
高

基
入
之
、
須
顕
憲
入
也
、
而
不
待
瓶
子
立
了
、
一
ハ
無
礼
、
一
ハ（
マ
マ
）
共
礼
也
〉、
目
別
当
、
々
々
同
目
、
予
飲
之
、
又
入
酒
授
別
当
、

次
々
流
巡
如
常
、
次
居
汁
幷
菜
、
顕
憲
居
之
、
居
了
復
別
当
密
々
被
示
云
、
汁
ハ
し
、
此
時
予
立
箸
、
人
々
皆
立
了
食
、
々
了
汁
土

器
を
高
杯
下
ニ
置
、
次
顕
憲
取
盃
欲
来
、
大
殿
被
仰
云
、
一
献
に
テ
あ
り
な
む
、
菓
子
を
可
居
、
次
居
菓
子
、
居
り
（
マ
マ
）人
々
起
座
退
出
、
予

抜
箸
同
起
座
、
取
旧
定
事
（
マ
マ
）・
笏
等
起
也
、
此
間
大
殿
召
藤
中
納
言
御
対
面
、
次
予
如
元
着
直
衣
参
大
殿
御
所
、
頃
之
顕
頼
退
出
、
次

大
殿
令
還
渡
元
御
所
御
、
次
被
始
酒
部
所
・
上
客
料
理
所
、
次
予
自
西
四
足
門
退
出
、〈
随
身
布
衣
、
番
長
許
帯
剣
、
無
移
馬
〉、
前

駆
二
人
、
顕
憲
・
以
長
〈
束
帯
、
不
改
元
装
束
也
〉、
共
人
雅
国
〈
同
束
帯
〉、
帰
路
之
儀
、
今
朝
如
参
東
三
条
殿
儀
也
、
帰
亭
、
此

後
大
殿
御
還
近
衛
殿
云
々
、

　

今
日
参
入
公
卿

　
　

別
当
実
能　

参
内
之
時
扈
従
之
人
也　

右
衛
門
督
宗
輔　

藤
中
納
言
顕
頼　

帥
実
光　

参
内
之
時
扈
従
之
人
也　

新
宰
相
中
将
季
成

　

今
日
予
参
内
前
駆
八
人

　
　

忠
正　

顕
憲　

為
実　

高
基　

家
時　

重
範　

隆
康
六
位　

以
長
同

　

殿
上
人
共
人

　
　

顕
親　

公
能　

憲
俊　

俊
雅　

雅
国　

資
信　

朝
隆　

信
時

廿
六
日
〈
庚
寅
〉、
天
晴
、
不
出
行
、
始
修
法
少
僧
都
覚
宗
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廿
七
日
〈
辛
卯
〉、
天
晴
、
不
出
行
、

廿
八
日
〈
壬
辰
〉、
天
晴
、
不
出
行
、
持
来
姫
宮
月
奏
、
予
加
名
、

廿
九
日
〈
癸
巳
〉、
朝
天
晴
、
申
刻
許
小
雪
、
参
近
衛
殿
、〈
依
蒙
任
大
臣
宣
旨
、
着
直
衣
冠
也
〉、
乗
師
国
車
也
、
無
随
身
、
無
摺
（
マ
マ
）、
入

夜
退
出
、

十
二
月

一
日
〈
甲
午
〉、
天
晴
、
不
出
行
、

二
日
〈
乙
未
〉、
天
晴
、
不
出
行
、
有
連
句
幷
句
会
、
密
々
事
歟
、

三
日
〈
丙
申
〉、
天
晴
、
着
烏
帽
子
・
直
衣
参
近
衛
殿
、
夜
ニ
入
テ
退
出
、
此
間
大
雪
、

四作雪
山
事
日
〈
丁
酉
〉、
天
晴
、
雪
積
地
八
、
九
寸
許
、
夜
前
雪
の
積
也
、
今
日
ハ
不
降
、
予
雪
山
ヲ
作
、
申
終
程
雪
山
ヲ
作
了
、
此
後
予
食
物
、

自
旦
依
作
雪
山
、
申
了
程
今
日
初
食
物
也
、
凡
今
日
食
物
只
一
度
也
、
食
申
了
後（
マ
マ
）
天
不
食
、
入
夜
大
宮
大
夫
師
頼
被
来
、〈
着
束
帯
被

来
也
〉、
出
居
南
面
の
被
居
公
卿
座
之
後
、
予
着
烏
帽
子
直
衣
出
逢
、
欲
居
大
宮
大
夫
下
方
、
大
宮
大
夫
被
示
上
ニ
可
居
之
由
、
予
尚

居
下
、
大
宮
大
夫（
マ
マ
）
者
畳
被
居
板
、
此
間
予
起
座
居
上
、
示
可
令
居
畳
給
之
由
、
此
時
大
宮
大
夫
居
予
座
下
方
、
此
時
相
対
言
談
、〈
対

座
体
ニ
居
儀
ニ
テ
逢
向
居
也
〉、
言
談
之
大
宮
大
夫
被
帰
、（
一
字
分
空
白＝

筆
者
注
）
今
日
御
堂
御
八
講
終
也
、
雖
可
参
、
依
蒙
任
大

臣
依
蒙
任
大
臣
宣
旨
不
参
御
堂
御
八
講
事

（
一
字
分
空
白＝

筆
者
注
）
宣
旨
不
参
也
、

五
日
〈
戊
戌
〉、
天
晴
、
不
出
行
、
早
朝
予
夜
前
令
渡
給
事
ヲ
慶
之
由
の
消
息
ヲ
遣
大
宮
大
夫
許
、

六
日
〈
己
亥
〉、
天
晴
、
着
烏
帽
子
直
衣
、〈
無
礼
〉、
参
近
衛
殿
、
入
夜
退
出
、
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七
日
〈
庚
子
〉、
雨
降
、
不
出
行
、

八
日
〈
辛
丑
〉、
雨
下
、
不
出
行
、
夜
前
梳
髪
、
今
日
取
本
鳥
、
改
紙
本
結
、
用
紫
本
結
、

四　

も
う
い
く
つ
か
の
写
本
系
統

　

前
章
で
紹
介
し
た
保
延
二
年
記
本
文
の
中
に
、
柳
原
本
の
元
と
な
っ
た
写
本
を
探
る
手
が
か
り
と
な
る
異
同
が
存
在
す
る
。
以
下
、

そ
の
異
同
を
示
し
な
が
ら
、
写
本
系
統
を
探
究
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
典
拠
表
示
に
お
け
る
写
本
の
表
記

を
頭
文
字
で
略
記
す
る
（
伏
見
宮
本＝

伏
、
賀
茂
本＝

賀
、
紅
葉
山
本＝
紅
、
万
里
小
路
本＝

万
、
滋
野
井
本＝

滋
、
坊
城
本＝

坊
、
狩
野
本＝

狩
、

広
幡
本＝

広
、
日
野
本＝

日
、
柳
原
本＝

柳
、
西
洞
院
本＝

西
）。

　

具
体
的
に
は
次
の
異
同
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
史
料
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）。

﹇
十
一
月
二
十
四
日
条
﹈

【
伏
】【
坊
】

　

左
手
ニ
取
テ
飲
了
、
如
本
相
重
テ
返
酒
司
、
紙
裹
器
ハ
酒
司
所
持
也
、
予
不
取
盃
給
了
、
酒
司
紙
裹
器
ニ
相
重

【
賀
】【
紅
】【
滋
】【
狩
】【
広
】【
日
】【
西
】

　

左
手
ニ
取
テ
飯
了
、
如
本
相
重
テ
返
酒
司
、
紙
裹
器
ハ
酒
司
所
持
也
、
予
不
取
盃
給
了
、
酒
司
紙
裹
器
ニ
相
重

【
万
】【
柳
】
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左
手
ニ
取
テ
飯
了
、
如
本
相
重
テ
返
酒
司
、
紙
裹
◦器ハ
酒
司
所
持
也
、予
不
取
盃
給
了
、酒
司
紙
裹

器
ニ
相
重

　

ま
ず
、
傍
線
部
の
文
字
に
つ
い
て
、
保
延
二
年
記
の
祖
本
た
る
伏
見
宮
本
を
書
写
し
た
賀
茂
本
が
「
飯
」
と
判
読
し
た
た
め
、
賀
茂

本
か
ら
派
生
し
た
諸
本
も
「
飯
」
と
記
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
坊
城
本
の
み
「
飲
」
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
章
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、

こ
れ
は
万
里
小
路
繕
写
本
に
お
い
て
訂
正
さ
れ
た
も
の
を
、
坊
城
本
が
写
し
取
っ
た
た
め
と
解
せ
る
。

　

次
に
、
万
里
小
路
本
と
柳
原
本
は
、
書
写
過
程
で
脱
落
が
生
じ
た
よ
う
で
、
挿
入
箇
所
を
◦
で
示
し
、
そ
こ
に
入
る
べ
き
字
句
を
右

傍
に
付
記
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
賀
茂
本
の
当
該
箇
所
を
確
認
す
る
と
見
当
が
つ
く
。
賀
茂
本
の
書
式
ど
お
り
に
示
す
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

〔
史
料
六
〕

左
手
ニ
取
テ
飯
了
如
本
相
重
テ
返
酒
司
紙
裹
器
ハ

酒
司
所
持
也
予
不
取
盃
給
了
酒
司
紙
裹
器
ニ
相
重

　

こ
の
よ
う
に
「
酒
司
紙
裹
器
」
が
隣
接
し
た
行
に
並
ん
で
お
り
、
書
写
者
の
目
が
次
の
行
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
脱
落
が
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
坊
城
本
が
脱
落
表
記
し
て
い
な
い
理
由
も
ま
た
、
万
里
小
路
繕
写
本
に
お
け
る
訂
正
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

同
様
の
異
同
は
、
以
前
拙
稿
で
紹
介
し
た
十
一
月
十
三
日
条）
28
（

に
も
見
ら
れ
る
。
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﹇
十
一
月
十
三
日
条
﹈

【
伏
】
顧
問
召
使
云
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
ナ
ト
ハ
未
参
歟
、
如
何
、
召
使
云
、
外
記
・
史
等
参
入
、
弁
・
少
納
言
未
参
参
、
但
少

納
言
許
遣
人
畢
、

【
賀
】【
紅
】【
広
】【
日
】【
西
】

　

 

顧
問
召
使
云
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
ナ
ト
ハ
未
参
歟
、
如
何
、
召
使
云
、
外
記
・
史
等
参
入
、
弁
・
少
納
言
未
参本

ノ
マ参ヽ

、
但
少
納

言
許
遣
人
畢
、

【
坊
】
顧
問
召
使
云
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
ナ
ト
ハ
未
参
歟
、
如
何
、
召
使
云
、
外
記
・
史
等
参
入
、
弁
・
少
納
言
未
参
、
但
少
納

言
許
遣
人
畢
、

【
狩
】
顧
問
召
使
云
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
ナ
キ
ハ
未
参
歟
、
如
何
、
召
使
云
、
外
記
・
史
等
参
入
、
弁
・
少
納
言
未
参本
ノ
マ参ヽ
、
但
少

納
言
許
遣
人
畢
、

【
万
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

参本　
　

如
何
、
召
使
云
、
外
記
・
史
等
参
入
、
弁
・
少
納
言
未
参本
ノ
マ参ヽ

　

顧
問
召
使
云
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
ナ
ト
ハ
未
参
歟
、
◦
但
少
納
言
許
遣
人
畢
、

【
柳
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
如
何
、
召
使
云
、
外
記
・
史
等
参
入
、
弁
・
少
納
言
未
参本
ノ
マ参ヽ

　

顧
問
召
使
云
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
ナ
ト
ハ
未
参
歟
、
◦
但
少
納
言
許
遣
人
畢
、

【
滋
】
顧
問
召
使
云
、
弁
・
少
納
言
・
上
官
ナ
ト
ハ
未
参
歟
、
如
何
、
召
使
云
、
外
記
・
史
等
参
入
、
弁
・
少
納
言
未
参
（
朱
筆
）参本

、
但
少

納
言
許
遣
人
畢
、
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こ
の
事
例
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
保
延
二
年
記
の
祖
本
た
る
伏
見
宮
本
を
書
写
し
た
賀
茂
本
は
、
傍
線
部
の
「
参
」
が
一
文
字

多
い
と
見
な
し
、「
本
ノ
マ
ヽ
」
と
い
う
注
記
を
付
し
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
写
本
が
多
い
中
、
坊
城
本
は
「
参
」
を

一
文
字
省
い
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
狩
野
本
は
波
線
部
を
「
ナ
キ
ハ
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
万
里
小
路
本
と
柳
原

本
に
は
脱
落
部
分
の
補
訂
が
あ
る
。
当
該
箇
所
を
賀
茂
本
の
書
式
ど
お
り
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〔
史
料
七
〕

顧
向
召
使
云
弁
少
納
言
上
官
ナ
ト
ハ
未
参
歟
如
何

召
使
云
外
記
史
等
参
入
弁
少
納
言
未
参本
ノ
マ参ヽ
但

少
納
言
許
遣
人
畢

　

こ
ち
ら
は
「
未
参
歟
」「
未
参
参
」
が
隣
接
し
て
お
り
、
賀
茂
本
を
書
写
し
た
万
里
小
路
本
の
書
写
者
は
、「
未
参
歟
」
を
写
し
た
後
、

目
が
次
の
行
の
「
未
参
参
」
に
向
い
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
歟
」
の
右
傍
に
「
参本

」
と
注
記
し
た
も
の
の
、
脱
落
に
気
付
い
て
前
掲
の
よ

う
な
補
訂
を
行
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
だ
が
、
最
終
的
に
「
参本

」
は
朱
で
消
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
万
里
小
路
本
を
書
写

し
た
滋
野
井
本
は
、
脱
落
部
分
を
本
文
に
組
み
入
れ
た
う
え
、「
参本

」
も
加
え
な
が
ら
朱
で
消
し
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
。

　

万
里
小
路
本
は
賀
茂
本
を
書
写
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
既
述
の
よ
う
に
解
せ
る
が
、
柳
原
本
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

十
一
月
二
十
四
日
条
と
十
一
月
十
三
日
条
の
二
つ
の
脱
落
補
訂
が
、
柳
原
本
に
お
い
て
も
万
里
小
路
本
と
同
じ
原
因
で
生
じ
た
可
能
性

は
皆
無
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
柳
原
本
は
賀
茂
本
を
書
写
し
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
全
般
的
な
字
句
の
異
同
を
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見
る
限
り
、
柳
原
本
は
賀
茂
本
で
は
な
く
万
里
小
路
本
に
近
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
隔
て
た
日
付
の
記
事
に
お
い
て
異
な
る
書
写
者

が
同
様
の
書
き
落
と
し
と
補
訂
を
行
っ
た
偶
然
よ
り
も
、
柳
原
本
が
万
里
小
路
本
を
写
し
た
と
見
な
す
方
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

　
　
﹇
十
月
十
六
日
条
﹈

　
　
【
賀
】
各
着
床
子
、
（
朱
書
）◦弁公
行
起
座
申
上
、〈
予
無
答
、少
見
遣
弁
方
〉、抄

弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
等
称
唯
シ
テ
着
床
子

　
　
【
万
】【
柳
】
各
着
床
子
、
（
朱
書
）◦弁公
行
起
座
申
上
、〈
予
無
答
、少
見
遣
弁
方
〉

弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
等
称
唯
シ
テ
着
床
子

　

い
ず
れ
も
入
る
べ
き
字
句
を
脱
落
箇
所
の
右
傍
に
朱
書
で
注
記
し
て
い
る
。
賀
茂
本
の
注
記
末
尾
の
「
抄
」
は
、
賀
茂
本
十
月
十
六

日
条
の
初
め
に
貼
っ
て
あ
る
付
箋
に
記
さ
れ
た
「
此
下
、
拠
宇
槐
雑
抄
校
合
者
、
今
略
書
抄
字
」
か
ら
、『
宇
槐
雑
抄
』
を
意
味
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
賀
茂
本
が
伏
見
宮
本
の
書
写
過
程
で
書
き
落
と
し
た
箇
所
を
、『
宇
槐
雑
抄
』
と
の
校
合
を
通
し
て

補
訂
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る）
29
（

。
一
方
、
賀
茂
本
を
書
写
し
た
万
里
小
路
本
は
、
当
該
箇
所
を
賀
茂
本
の
記
載
に
沿
っ
て
写
し
た
が
、

典
拠
を
示
す
「
抄
」
を
省
い
た
と
見
な
し
得
る
。
柳
原
本
に
つ
い
て
は
、
表
記
が
万
里
小
路
本
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
万
里

小
路
本
を
写
し
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
柳
原
本
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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〔
史
料
八
〕

右
一
巻
者
、
頼
長
公
之
御
記
也
、
在
中
務
卿
邦
永
親
王
家
之
庫
中
、
走
拝
覧
之
日
、
辱
蒙
恩
容
手
写
之
、
彼
公
御
記
、
世
間
相
伝
者

若
干
巻
雖
有
之
、
今
此
一
巻
者
、
希
代
珍
記
也
、
尤
可
為
家
宝
矣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
印

此
一
冊
、
以
或
人
之
秘
本
、
令
書
写
訖
、
堅
可
禁
他
見
者
也
、

　

享
保
十
八
仲
秋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
（
花
押
）

　

署
判
し
て
い
る
「
藤
原
」
は
柳
原
光
綱
で
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
〜
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に
存
命
の
人
物
で
あ
る）
30
（

。
賀
茂
本

の
奥
書
に
注
目
す
る
と
署
名
の
下
に
「
印
」
の
文
字
が
あ
り
、
万
里
小
路
本
の
記
載
と
合
致
す
る
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え

る
と
、
光
綱
の
識
語
に
あ
る
「
或
人
之
秘
本
」
と
は
万
里
小
路
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
柳
原
本
の
字

数
・
行
数
は
万
里
小
路
本
と
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。

　

こ
の
柳
原
本
と
同
系
統
の
写
本
と
見
ら
れ
る
の
が
西
洞
院
本
で
あ
る）
31
（

。
西
洞
院
本
の
奥
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
史
料
九
〕

右
一
巻
者
、
頼
長
公
之
御
記
也
、
在
中
務
卿
邦
永
親
王
家
之
庫
中
、
走
拝
覧
之
日
、
辱
蒙
恩
容
手
写
之
、
彼
公
御
記
、
世
間
相
伝
者

若
干
巻
雖
有
之
、
今
此
一
巻
者
、
希
代
珍
記
也
、
尤
可
為
家
宝
矣
、
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右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂
印

右
一
巻
、
固
請
或
人
所
持
臨
書
、
最
希
代
美
玉
也
、
深
韞
匵
而
蔵
矣
、

　

延
享
五
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
納
言
時
名

　

署
名
し
て
い
る
「
少
納
言
時
名
」
は
西
洞
院
時
名
で
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
〜
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
存
命
の
人
物
で
あ

る
）
32
（

。
時
名
の
言
を
借
り
れ
ば
、「
或
人
所
持
臨
書
」
を
書
写
し
た
の
が
西
洞
院
本
と
な
る
。
賀
茂
本
の
奥
書
の
署
名
の
下
に
「
印
」
の
文

字
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
柳
原
本
そ
し
て
万
里
小
路
本
の
系
統
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、「
或
人
所
持
臨
書
」
が
具
体
的
に
何

を
指
す
か
、
現
時
点
で
は
決
め
手
に
欠
い
て
お
り
、
特
定
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
書
写
年
が
延
享
五
年
（＝

寛
延
元
年
、
一
七
四
八
）
と

や
や
下
っ
て
お
り
、
柳
原
本
も
し
く
は
万
里
小
路
本
を
直
接
手
に
し
た
と
も
限
ら
な
い
。
類
本
の
存
在
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
引
き

続
き
探
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

他
方
、
こ
の
西
洞
院
本
と
全
く
同
じ
奥
書
を
持
つ
写
本
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
平
松
文
庫
所
蔵
『
台
記
』

保
延
二
年
記
（
以
下
、
平
松
本
と
表
記
す
る
）
で
あ
る）
33
（

。
だ
が
、
平
松
本
の
書
写
者
自
身
に
よ
る
識
語
が
載
っ
て
お
ら
ず
、
書
写
の
経
緯

が
不
明
で
あ
る
。
本
文
中
に
は
西
洞
院
本
に
見
ら
れ
な
い
頭
書
が
い
く
つ
か
記
さ
れ
て
お
り
、
西
洞
院
本
を
書
写
し
た
未
知
の
写
本
が

存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
平
松
本
は
西
洞
院
本
と
同
系
統
に
属
す
と
い
う
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
、
滋
野
井
本
を
書
写
し
た
写
本
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
を
加
え
て
本
章
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
徳
大
寺
本
で
あ
る）
34
（

。
こ
の
写
本
の
奥
書
に
は
、
史
料
五
と
同
じ
滋
野
井
本
の
識
語
と
、
徳
大
寺
本
の
書
写
者
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に
よ
る
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
み
掲
げ
て
お
く
。

〔
史
料
十
〕

右
保
延
二
年
台
記
、
自
滋
野
井
家
借
請
、
令
他
人
書
写
、
奥
書
端
書
等
余
書
也
、
蔵
櫝
矣
、

　

時
寛
政
十
一
年
冬
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
宮
権
大
夫
（
花
押
）

　

署
判
し
て
い
る
「
中
宮
権
大
夫
」
は
徳
大
寺
公
迪
で
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
〜
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
存
命
の
人
物
で
あ
る）
35
（

。

こ
れ
も
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
と
書
写
年
代
が
下
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
徳
大
寺
本
の
端
書
お
よ
び
奥
書
に
「
押
紙
」
と
注
記
さ

れ
て
い
る
点
を
滋
野
井
本
で
確
認
す
る
と
、
そ
の
と
お
り
押
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
十
一
月
二
日
条
や
同
月
十

六
日
条
に
文
字
の
検
討
を
記
し
た
付
箋
が
両
本
に
貼
ら
れ
て
お
り
、
記
載
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
公
迪
が
「
自
滋
野
井

家
借
請
」
た
写
本
は
、
本
稿
の
い
う
滋
野
井
本
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

以
上
よ
り
、
万
里
小
路
本
↓
柳
原
本
と
い
う
写
本
系
統
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
と
同
系
統
に
属
す
る
写
本
と
し
て
西
洞
院
本
お
よ
び
平

松
本
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
万
里
小
路
本
↓
滋
野
井
本
↓
徳
大
寺
本
と
い
う
写
本
系
統
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
章
で

述
べ
た
よ
う
に
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
は
、
故
実
作
法
等
を
伝
え
る
他
に
類
本
が
な
い
稀
覯
書
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
他
見
無
用
の
扱
い

を
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
貴
重
さ
故
に
、
保
延
二
年
記
は
近
世
の
公
家
た
ち
に
と
っ
て
垂
涎
の
的
と
な
り
、
写
本
作
成
が
重
ね
ら

れ
た
結
果
、
徐
々
に
本
書
が
流
布
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
本
稿
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
改
め
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

現
存
す
る
『
台
記
』
の
中
で
、
保
延
二
年
記
は
他
の
巻
と
異
な
る
史
料
的
性
格
を
持
つ
。
保
延
二
年
記
は
、
一
八
世
紀
初
め
、
伏
見

宮
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
南
北
朝
期
の
写
本
を
賀
茂
清
茂
が
書
写
し
た
の
を
契
機
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
有
職
故
実
を
生
業
と
す

る
万
里
小
路
尚
房
が
写
本
を
作
成
し
た
こ
と
が
、
近
世
公
家
社
会
に
本
書
が
広
ま
る
端
緒
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る
保
延
二
年

記
は
ほ
ぼ
近
世
に
作
成
さ
れ
た
写
本
で
あ
り
、
そ
の
活
用
の
た
め
に
は
史
料
学
的
研
究
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
査
・
研
究
を
進
め
て
き
た
中
で
得
ら
れ
た
知
見
を
整
理
し
、
改
め
て
考
察
を
加
え
た
う
え
で
、
現

時
点
で
判
明
す
る
保
延
二
年
記
の
写
本
系
統
を
明
ら
か
に
し
た
。
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

伏
見
宮
本

賀
茂
本

万
里
小
路
本

万
里
小
路
繕
写
本

坊
城
本

八
条
本

滋
野
井
本

徳
大
寺
本

柳
原
本

西
洞
院
本

平
松
本
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保
延
二
年
記
は
、
藤
原
頼
長
の
時
代
の
故
実
作
法
等
を
伝
え
る
貴
重
書
で
、
伏
見
宮
本
以
外
に
類
本
が
な
い
稀
覯
書
と
し
て
、
近
世

公
家
社
会
に
お
い
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
故
、
書
写
の
経
緯
を
伏
せ
た
写
本
も
存
在
し
、
そ
の
系
統
を
容
易
に
は
判
別
で

き
な
い
事
例
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
前
稿
に
お
い
て
、
別
の
写
本
系
統
と
考
え
ら
れ
る
次
の
類
型
を
見
出
し
た）
36
（

。

京
極
宮
本

広
幡
本

烏
丸
本

日
野
本

Ｘ
本

狩
野
本

　

た
だ
し
、
京
極
宮
本
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
写
本
系
統
の
ど
こ
に
つ
な
が
る
か
は
ま
だ
不
詳
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
諸
写
本
の
調

査
・
検
討
を
進
め
、
さ
ら
な
る
写
本
系
統
の
発
見
も
目
指
し
な
が
ら
追
究
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
今
後
の
展
開
に
よ
っ
て
は
修
正
す

べ
き
点
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
稿
に
お
け
る
報
告
を
期
し
て
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
。

＊　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
2
0
Ｋ
0
0
9
4
3
の
助
成
を
受
け
た
研
究
で
あ
る
。

注
（
1
） 

『
史
料
大
観　

第
一
巻
上
下
』（
哲
学
書
院
、
一
八
九
八
年
）、『
増
補
史
料
大
成　

台
記
第
一
〜
三
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）、『
史
料
纂

集　

台
記
第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
六
年
）。

（
2
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
印
叢
書
二　

平
安
鎌
倉
記
録
典
籍
集
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
前
田
育
徳
会
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尊
経
閣
文
庫
編
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
六
六　

台
記　

宇
槐
記
抄
・
台
記
抄
・
宇
槐
雑
抄
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
七
年
）。

（
3
） 

注
釈
本
と
し
て
、
原
水
民
樹
『『
台
記
』
注
釈　

久
安
六
年
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
が
あ
る
。

（
4
） 

拙
稿
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
『
台
記
』
の
初
歩
的
考
察
―
保
延
二
年
十
月
記
を
中
心
に
―
」（『
中
央
史
学
』
四
二
、
二
〇

一
九
年
）、
拙
稿
「『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
基
礎
的
考
察
―
写
本
の
比
較
検
討
を
通
し
て
―
」（『
中
央
史
学
』
四
三
、
二
〇
二
〇
年
）、
拙
稿

「『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
―
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
を
中
心
に
―
」（『
紀
要　

史
学
』
六
七
、
二
〇
二
二
年
）。

（
5
） 

伏
見
宮
本
は
函
架
番
号
伏
・
六
一
六
、
柳
原
本
は
函
架
番
号
柳
・
四
四
七
、
広
幡
本
は
函
架
番
号
二
五
九
―
一
五
〇
、
日
野
本
は
函
架
番
号

二
六
五
―
一
〇
〇
九
。

（
6
） 

紅
葉
山
本
は
請
求
番
号
特
〇
二
四
―
〇
〇
一
〇
、
坊
城
本
は
請
求
番
号
一
六
一
―
〇
〇
五
七
、
賀
茂
本
は
請
求
番
号
一
六
一
―
〇
〇
五
六
。

（
7
） 

配
架
番
号
三
―
四
八
三
五
―
二
。

（
8
） 

請
求
番
号
貴
一
六
四
。

（
9
） 

児
玉
幸
多
「
賀
茂
清
茂
伝
」（
児
玉
幸
多
先
生
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
近
世
史
研
究
遺
文
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
。
初
出
は
一
九
三
七

年
）、
山
下
克
明
「『
陰
陽
博
士
安
倍
孝
重
勘
進
記
』
の
復
元
」（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
編
『
年
代
学
（
天
文
・
暦
・
陰
陽
道
）
の
研
究
』

大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）。

（
10
） 

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
お
よ
び
『
公
卿
補
任
』。
な
お
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
正
月
五
日
〜
二
月

十
一
日
の
間
、
こ
の
職
を
離
れ
て
い
る
。

（
11
） 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
。
請
求
番
号
一
四
五
―
〇
〇
〇
六
。

（
12
） 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
。『
侍
拝
類
覧
』
は
請
求
番
号
一
四
六
―
〇
三
七
三
、『
侍
拝
類
覧
抄
』
は
請
求
番
号
一
四
六
―
〇
三
四
八
、

〇
三
五
八
、
〇
四
一
八
。

（
13
） 

前
掲
『
公
家
事
典
』
お
よ
び
『
公
卿
補
任
』。

（
14
） 

函
架
番
号
二
六
〇
―
一
〇
。

（
15
） 

前
掲
『
公
家
事
典
』。

（
16
） 

い
ず
れ
も
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
。
請
求
番
号
は
、『
宇
槐
雑
抄
』
一
四
四
―
〇
三
六
〇
、『
上
卿
故
実
』
一
四
六
―
〇
六
五
六
、『
新

任
弁
官
抄
』
一
四
六
―
〇
七
〇
五
、『
吉
口
伝
』
一
四
七
―
〇
六
五
二
、『
江
談
抄
』
二
一
一
―
〇
一
五
七
。
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（
17
） 

前
掲
『
公
家
事
典
』。

（
18
） 

前
掲
拙
稿
「『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
基
礎
的
考
察
―
写
本
の
比
較
検
討
を
通
し
て
―
」。

（
19
） 

請
求
記
号
Ｇ
二
七
：
二
二
六
。

（
20
） 
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
『
補
略
（
享
保
六
年
）』（
函
架
番
号
柳
・
一
〇
三
）
と
の
比
較
に
よ
る
。
こ
の
史
料
は
「
万
里
小
路
尚
房

卿
自
筆
」
の
『
享
保
六
年
公
卿
補
任
』
で
あ
る
。

（
21
） 

請
求
記
号
五
―
〇
四
タ
三
。

（
22
） 

『
国
史
大
辞
典
』
滋
野
井
公
澄
項
。

（
23
） 

前
掲
『
公
家
事
典
』。

（
24
） 

佐
竹
朋
子
「
一
八
世
紀
公
家
社
会
に
お
け
る
学
問
と
家
業
―
滋
野
井
家
を
事
例
と
し
て
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
三
五
、
二
〇
一
二
年
）。
な

お
、
こ
の
論
考
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
表
一
「
滋
野
井
公
澄
書
籍
貸
借
表
」
の
中
に
、
享
保
四
年
四
月
二
十
七
日
に
『
台
記
（
保
延
二
年
）』
を
公

澄
が
万
里
小
路
尚
房
へ
返
却
し
た
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
史
料
五
の
識
語
は
同
年
同
月
二
十
六
日
付
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
写
本
が
完
成
し
た

翌
日
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
25
） 

『
角
川
大
字
源
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
と
、「
繕
写
」
に
は
、
①
文
書
を
集
め
て
書
く
、
②
不
完
全
な
と
こ
ろ
を
正
し
て
清
書

す
る
、
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
①
の
用
例
は
『
後
漢
書
』
に
、
②
の
用
例
は
『
顔
氏
家
訓
』『
本
朝
文
粋
』
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。
本
稿
で
は
②

の
語
釈
を
採
っ
て
い
る
。

（
26
） 

滋
野
井
本
は
「
官
府
」
と
記
し
て
い
る
が
、
万
里
小
路
本
の
「
符
」
の
く
ず
し
が
ど
ち
ら
に
も
読
め
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
が
原
因
で
あ
る
。

（
27
） 

前
掲
拙
稿
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
『
台
記
』
の
初
歩
的
考
察
―
保
延
二
年
十
月
記
を
中
心
に
―
」。

（
28
） 

前
掲
拙
稿
「『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
基
礎
的
考
察
―
写
本
の
比
較
検
討
を
通
し
て
―
」。

（
29
） 

詳
細
は
、
前
掲
拙
稿
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
『
台
記
』
の
初
歩
的
考
察
―
保
延
二
年
十
月
記
を
中
心
に
―
」
お
よ
び
「『
台

記
』
保
延
二
年
記
の
基
礎
的
考
察
―
写
本
の
比
較
検
討
を
通
し
て
―
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
30
） 

前
掲
『
公
家
事
典
』。

（
31
） 

前
掲
拙
稿
「『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
基
礎
的
考
察
―
写
本
の
比
較
検
討
を
通
し
て
―
」。

（
32
） 

『
国
史
大
辞
典
』
西
洞
院
時
名
項
。
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（
33
） 

請
求
記
号
平
松
三
タ
三
。

（
34
） 

請
求
記
号
徳
大
寺
本
―
五
四
―
三

（
35
） 

前
掲
『
公
家
事
典
』。

（
36
） 
拙
稿
「『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
―
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
を
中
心
に
―
」。


